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座間市教育委員会７月定例会会議録 

 

１ 開会日時  令和４年７月１３日（水） 午前９時３０分 

 

２ 場 所  座間市役所５階教育委員会室 

 

３ 出席委員  教育長      木島 弘 

        教育長職務代理者 小井田 由美子   委員       馬場 悠男 

        委員       鈴木 義範     委員       北村 美奈子 

 

４ 出席職員  教育部長     安藤 誠      教育総務課長   髙木 力 

        学校教育課長   野澤 慎      保健給食担当課長 東 真 

        教育指導課長   宮﨑 広孝     生涯学習課長   吉野 芳絵 

        図書館長     飯田 京子     教育研究所長   石田 正行 

 

５ 書 記  佐藤 雄一  中坪 祐貴 

 

６ 案 件 

№ 議案番号 議  案  事  項  名 提案説明者 結果 

１ ３０ 座間市教育委員会職員の人事について 教育部長 承認 

２ ３１ 座間市学校課題協議会委員の委嘱について 教育指導課長 承認 

３ ３２ 座間市学校給食費の管理に関する条例の制定

について 

保健給食担当課長 承認 

４ ３３ 令和５年度使用小・中学校用教科用図書の採択

について 

教育指導課長 承認 

５ ３４ 令和５年度使用特別支援学級用教科用図書の

採択について 

教育指導課長 承認 

 

№ 報告番号 報  告  事  項  名 報告者 結果 

１ ８ 県費負担教職員の任用について 学校教育課長 ― 

 

木島教育長 それでは、ただいまより７月定例教育委員会を開会いたします。 

      お諮りします。会期は今日一日でよろしいでしょうか。 
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      （異議なしの声あり） 

 

木島教育長 それでは、会期は７月１３日今日一日といたします。 

      次に、教育委員会会議規則第２１条第２項の規定により、会議録署名委員に小井田

委員と北村委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

      続きまして、教育長報告に移ります。前回の定例会からの経過を報告いたします。 

 

＜教育長報告＞ 

 

木島教育長 ６月１０日（金）定例教育委員会、教育長、教育長職務代理者、鈴木委員、北村委

員出席です。 

      ６月１５日（水）教育事務点検評価委員会第１回会議、教育長出席です。 

      ６月１７日（金）市立図書館協議会委嘱式、教育長出席です。 

      ６月１７日（金）寄付金受領式（株式会社ハウスメッシュ）、教育長出席です。 

      ６月２０日（月）いさま会役員会、教育長、教育長職務代理者出席です。 

      ６月２１日（火）学校訪問Ｃ（東原小学校）、教育長、教育長職務代理者、馬場委員、

鈴木委員、北村委員出席です。 

      ６月２２日（水）市議会第２回定例会閉会、教育長出席です。 

      ６月２３日（木）定例校長会議、教育長出席です。 

      ６月２８日（火）学校訪問Ｃ（南中学校）、教育長、教育長職務代理者、馬場委員、

鈴木委員、北村委員出席です。 

      ６月２９日（水）座間・アートの今、教育長鑑賞いたしました。 

      ６月３０日（木）総合教育会議、教育長、教育長職務代理者、馬場委員、鈴木委員、

北村委員出席です。 

      ６月３０日（木）学校訪問Ａ（座間中学校）、教育長、教育長職務代理者、馬場委員、

北村委員出席です。 

      ７月１日（金）校長研修会、教育長出席です。 

      ７月４日（月）教育事務点検評価委員会第２回会議、教育長出席です。 

      ７月５日（火）学校訪問Ｃ（中原小学校）、教育長、教育長職務代理者、馬場委員、

鈴木委員、北村委員出席です。 

      ７月６日（水）市議会第１回臨時会、教育長出席です。 

      ７月８日（金）市青少年問題協議会、教育長出席です。 

      ７月１１日（月）第２回豊かな心を育むひまわりプラン改訂委員会、教育長、馬場

委員出席です。 

      以上です。ただいまの経過報告について、御質問等ございますか。 
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木島教育長 御質問等もないようですので、以上で経過報告を終わります。 

      次に、本日の案件に移りますが、まずは非公開とする案件についてお諮りします。

２ページの議事運営要領を御覧ください。議案第３０号及び第３１号並びに報告第８

号については、人事に関する案件ですので非公開にしたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

 

      （異議なしの声あり） 

 

木島教育長 御異議なしと認め、議案第３０号及び第３１号並びに報告第８号は非公開といたし

ます。 

      また、審議の順番については、公開案件を順に行った後、非公開案件を順に行うこ

とといたします。 

      それでは、議案第３２号「座間市学校給食費の管理に関する条例の制定について」、

提案説明をお願いいたします。 

 

      （東担当課長 挙手） 

 

木島教育長 東保健給食担当課長、お願いいたします。 

 

東担当課長 それでは、８ページを御覧ください。議案第３２号「座間市学校給食費の管理に関

する条例の制定について」、座間市学校給食費の管理に関する条例の制定を申し出る

ことについて議決を求める。提案理由ですが、学校給食法第４条の規定に基づき実施

する学校給食に係る学校給食費の管理に関し必要な事項を定めたく、市長部局に対し

別紙のとおり条例の制定を申し出るため提案するものです。 

      条例案は、９ページを御覧ください。本条例の制定の理由につきましては、現在、

小学校で行っている保護者からの学校給食費の徴収、管理や、未納者への督促などの

業務について、令和５年４月から公会計化を行い、市教育委員会の業務として管理を

行うために制定するものです。 

      第１条は、この条例の趣旨について定めております。 

      第２条は、用語の定義についてです。 

      第３条は、学校給食費の徴収についてです。学校給食費の額並びに納付の方法及び

期限は規則で定めるとしておりますが、現在の給食費は月額４，５００円、１食に相

当する額は２７３円としており、公会計化移行後も、学校給食費の額に変更はありま

せん。納付の方法及び期限につきましては、年間で必要な給食費を１１期に分け、月
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末にお支払いいただくことを想定しています。 

      第４条は、学校給食費の減免についてです。減額や免除ができる場合として、長期

欠席の場合や、自然災害や火災などにより、一時的に経済的資力を失った場合を想定

しております。 

      第５条は、委任についてです。この条文のほか、必要な事項については規則に委任

することを明記しております。 

      最後に附則でありますが、施行期日は令和５年４月１日。また、条例の施行の日前

に必要な準備行為ができることを明記しております。 

      議案第３２号の説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

木島教育長 丁寧な説明をありがとうございました。ただいまの件につきまして、御質問等ござ

いますか。 

 

馬場委員  これで結構だと思います。 

 

木島教育長 ありがとうございます。 

      御質問等もないようですので、議案第３２号は承認することでよろしいでしょうか。 

 

      （異議なしの声あり） 

 

木島教育長 御異議等ないようですので、議案第３２号は承認いたします。 

      続きまして、議案第３３号「令和５年度使用小・中学校用教科用図書の採択につい

て」、提案説明をお願いいたします。 

 

      （宮﨑課長 挙手） 

 

木島教育長 宮﨑教育指導課長、お願いいたします。 

 

宮﨑課長  それでは、１０ページを御覧ください。議案第３３号「令和５年度使用小・中学校

用教科用図書の採択について」、令和５年度使用の座間市立小・中学校用教科用図書の

採択について議決を求める。提案理由としては、令和５年度に座間市立小・中学校で

使用する教科用図書について採択いただきたく提案するものでございます。 

      なお、補足といたしまして、座間市教育委員会は、令和５年度義務教育諸学校で使

用する教科用図書に係る神奈川県教育委員会の採択方針、令和５年度使用小・中学校

教科用図書の座間採択地区教科用図書採択方針に基づき、検討を進めてまいりました。 
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      小・中学校の教科用図書につきましては、各採択地区ごとに１種目について１種類

の図書が採択されまして、４年間にわたって使用されることになっています。小学校

につきましては、採択年度が令和元年度でしたので、採択期間は令和２年度から令和

５年度までの４年間です。中学校につきましては、令和２年度が採択年度でしたので、

令和３年度から令和６年度までが採択期間となっております。したがいまして、令和

５年度使用の小学校用教科用図書につきましては、１１ページの「令和４年度使用 小

学校教科用図書」、中学校教科用図書につきましては、１３ページの「令和４年度使用 

中学校教科用図書」の採択を求めるものとして提案するものです。 

      議案第３３号の説明は以上です。 

 

木島教育長 ありがとうございました。ただいまの件につきまして、御質問等ございますか。 

 

      （小井田委員 挙手） 

 

木島教育長 小井田委員、お願いいたします。 

 

小井田委員 質問ではないのですが、要望ということで。教科書については、私たち教育委員が

たくさんの資料等を見て選んだのですが、実際に使われている状況を把握しきれてお

りません。現場の声を一度お寄せいただけると、次の採択のときの参考になると思い

ますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 

木島教育長 ありがとうございます。私たちは一番良いと考える教科書を採択したわけですが、

現場の意見は心配なところでもあります。前回の採択で、今まで使っていた教科書と

違う教科書を新たに選択した、という教科がいくつかありました。例えば、中学校の

英語や小学校の国語がそうだと思います。特にそういう、前回とは違う教科書を採択

したものについて、現場の声を集めていただけると、次回の採択の際に役に立つと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

宮﨑課長  はい。 

 

木島教育長 それでは、御質問等もないようですので、議案第３３号は承認することでよろしい

でしょうか。 

 

      （異議なしの声あり） 
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木島教育長 御異議等ないようですので、議案第３３号は承認いたします。 

      続きまして、議案第３４号「令和５年度使用特別支援学級用教科用図書の採択につ

いて」、提案説明をお願いいたします。 

 

      （宮﨑課長 挙手） 

 

木島教育長 宮﨑教育指導課長、お願いいたします。 

 

宮﨑課長  それでは、１５ページを御覧ください。議案第３４号「令和５年度使用特別支援学

級用教科用図書の採択について」、令和５年度使用の特別支援学級用教科用図書の採

択について議決を求める。提案理由ですが、令和５年度に特別支援学級で使用する一

般図書及び文部科学省著作教科書について採択いただきたく提案するものです。 

      特別支援学級用の教科書ですが、毎年変わるものですので、毎年採択について議決

を求めさせていただきます。特別支援学級では、教科書以外の図書を使用することが

認められています。別添資料を御覧ください。別添１「特別支援学校用（小・中学部）

教科書目録（令和５年度使用）」と別添２「令和５年度使用 一般図書一覧」です。特

別支援学級で教科書以外の図書を使う場合は、これらの教科書や図書の中から使用す

ることになります。そこで、令和５年度特別支援学級の教科用図書として、別添１及

び別添２に掲載されている図書を一括して採択することを提案いたします。 

      議案第３４号の説明は以上です。 

 

木島教育長 ありがとうございました。少し時間を取りますので、資料を御確認ください。 

 

      （資料確認 ２分間） 

 

木島教育長 それでは、御質問等ございましたらお願いいたします。 

 

木島教育長 御質問等もないようですので、議案第３４号は承認することでよろしいでしょうか。 

 

      （異議なしの声あり） 

 

木島教育長 御異議等ないようですので、議案第３４号は承認いたします。 

      本日、公開の案件は以上です。 

      会議の冒頭で決定しましたとおり、議案第３０号及び第３１号並びに報告第８号は

非公開といたします。 
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      （議案第３０号「座間市教育委員会職員の人事について」及び第３１号「座間市学

校課題協議会委員の委嘱について」並びに報告第８号「県費負担教職員の任用につい

て」は非公開） 

 

木島教育長 本日の案件は以上です。 

      その他、委員会の中で取り上げたいことはございますか。 

 

木島教育長 よろしいでしょうか。 

      それでは、次回の定例会は令和４年８月１７日（水）午前９時３０分から教育委員

会室で開催いたします。 

      以上で７月定例教育委員会を閉じさせていただきます。 

（午前９時５５分閉会） 


